別表（第５条関係）

休日の地域クラブ活動の活動費の支援（補助単価）
【補助単価（１クラブ活動当たり年額）】　　　　　　　　　　　　　　　　　※参加生徒数は、各月の参加生徒数の年間平均で算出する。
	
	
	月4回程度活動
	月3回程度活動
	月2回程度活動
	月1回程度活動

	（１）
	参加生徒数２７人以上で
指導者３人以上配置
	スポーツ：６７３千円
文　　化：６９１千円
	スポーツ：５５０千円
文　　化：５６９千円
	スポーツ：４２７千円
文　　化：４４６千円
	スポーツ：３０５千円
文　　化：３２３千円

	（２）
	参加生徒数１３人～２６人で指導者を2人配置
	スポーツ：５７６千円
文　　化：６９６千円
	スポーツ：４７５千円
文　　化：４９４千円
	スポーツ：３７３千円
文　　化：３９３千円
	スポーツ：２７２千円
文　　化：２９１千円

	（３）
	参加生徒数５人～１２人で指導者を１人配置
	スポーツ：４２３千円
文　　化：４４３千円
	スポーツ：３５６千円
文　　化：３７７千円
	スポーツ：２９０千円
文　　化：３１１千円
	スポーツ：２２４千円
文　　化：２４５千円


※事業実施月数（１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とする。）が１２月に満たない場合には、上記のそれぞれの補助単価に「事業実施月数÷１２」を乗じた額（千円未満切り捨て）を補助単価とする。
※参加生徒数が２７人以上であっても、指導者が２名の場合には（２）の補助単価を、指導者が１人の場合には（３）の補助単価を適用する。
[bookmark: _GoBack]※参加生徒数が５人未満の地域クラブ活動については、原則として補助対象外とするが、「①山間地、漁業集落、へき地及び離島で実施している場合」、「①のほか、当該補助事業を実施する必要があるとスポーツ庁長官、文化庁長官が認める場合」のいずれかに該当するものについては、補助対象とし、（３）の補助単価を適用する。
※複数の指導人材が活動に携わることが困難な場合で、指導者を１人配置とする場合は、市区町村等の職員・コーディネーターや運営団体の職員等による地域クラブ活動の実施主体への巡回指導を適切に実施すること等により、事故防止や暴力・暴言等の不適切な行為の防止を図ること。
